
特定非営利活動法人菊水連 定款

第 1章 総 則

(名  称 )

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人菊水連 とい う。

(事務所)

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都杉並区梅里二丁目18番 9号 に置く。

(目  的)

第 3条  この法人は、広 く一般市民に対 して、阿波お どりの披露や踊 り手の育成、阿

波お どりの普及啓発に関す る事業 を行い、観光・ 日本文化の振興 と青少年の育

成に寄与す ることを目的 とす る。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の 目的を達成す るため、次の種類の特定非営利活動を行

つ。

(1)観光の振興を図る活動

(2)学 術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)国 際協力の活動

(4)子 どもの健全育成を図る活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条 の 目的を達成す るため、特定非営利活動に係 る事業 とし

て、次の事業を行 う。

(1)阿波お どりを披露す る事業

(2)阿波お どりの踊 り手育成事業

(3)阿波お どりの普及啓発事業

(4)そ の他 目的を達成す るために必要な事業

第 2章 会 員

(種 別 )

第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員 をもって特定非営利活動促進法

(以 下 「法」 とい う。)上の社員 とす る。

(1)正会員  この法人の 目的に賛同 して入会 した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の 目的に賛同 し賛助す るために入会 した個人及び団体

(入 会 )

第 7条  会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員 として入会 しようとす るものは、理事長が別に定める入会 申込書により、

理事長 に申 し込むもの とす る。

3 理事長は、前項の申し込みがあった とき、正当な理由がない限 り、入会を認め

なければならない。

4 理事長は、第 2項 のものの入会を認 めない ときは、速やかに、理由を付 した書

面をもって本人にその旨を通知 しなければな らない。



(入会金及び会費 )

第 8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな

い 。

(会員の資格の喪失 )

第 9条  会員が次の各号の一に該当す る場合には、その資格を喪失す る。

(1)退会届の提出をした とき。

(2)本人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 した と

き。

(3)継続 して 2年 以上会費を滞納 した とき。

(4)除名 された とき。

(退 会 )

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出 して、任意に退会するこ

とができる。

(除  名 )

第11条 会員が次の各号の一に該当す る場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反す る行為 をした とき。

2 前項の規定により会員 を除名 しよ うとす る場合は、議決の前に当該会員に弁明

の機会を与えなければな らない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第 12条  この法人 に、次の役員 を置 く。

(1)理事  3人 以上 10人 以 内

(2)監事  1人 以上 3人以 内

2 理事の うち 1人 を理事長 とす る。

(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任す る。

2 理事長は、理事の互選 とする。

3 役員の うちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の

親族が 1人 を超 えて含 まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親

族が役員の総数の 3分 の 1を超えて含まれ ることになってはな らない。

4 法第20条 各号のいずれかに該 当す る者は、 この法人の役員 になることができな

い 。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )

第14条 理事長は、この法人を代表 し、その業務 を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。

3 理事長以外の理事は、理事長 を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が

欠けた ときは、理事長があ らか じめ指名 した順序によって、その職務を代行す

る。



4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ

き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理 事の業務執行の状況を監査す ること。

(2)こ の法人の財産の状況 を監査す ること。

(3)前 2号 の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

又は法令若 しくは定款に違反す る重大な事実があることを発見 した場合には、

これ を総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前 号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集す ること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べること。

(任期等 )

第15条 役員の任期は、 2年 とす る。ただ し、再任 を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間 とす る。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す るまでは、その職務

を行わなければな らない。

(欠 員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分 の 1を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。

(解 任 )

第17条 役員が次の各号の一に該 当す る場合には、総会の議決によ り、これを解任す

ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えない と認められ るとき。

(2)職務上の義務違反その他役員 としてふ さわ しくない行為があった とき。

2 前項の規定により役員を解任 しようとす る場合は、議決の前に当該役員に弁明

の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第 18条  役員は、その総数の 3分 の 1以下の範囲内で報酬 を受 けることができる。

2 役員には、その職務を執行す るために要 した費用を弁償す ることができる。

3 前 2項 に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )

第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会 とする。

(総会の構成 )

第20条  総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決す る。



(8

定款の変更

解散及び合併

会員の除名

事業計画及び予算並びにその変更

事業報告及び決算

役員の選任及び解任

役員の職務及び報酬

入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (そ の事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除 く。第47

条において同 じ。)そ の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回 開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催す る。

(1)理事会が必要 と認 め、招集の請求を した とき。

(2)正会員総数の 5分 の 1以 上か ら会議の 目的を記載 した書面により招集 の請求

があったとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号 の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号 の規定による請求があった ときは、そ

の 日か ら30日 以内に臨時総会を招集 しなければな らない。

3 総会を招集す るときには、会議の 日時、場所、 目的及び審議事項 を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の 日の少な くとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中か ら選出す る。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分 の 1以 上の出席がなければ開会す ることはできな

い 。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条 第 3項 の規定によってあらか じめ通知 した

事項 とする。

2 総会の議事は、この定款に規定す るもののほか、出席 した正会員の過半数 をも

って決 し、可否同数の ときは、議長の決す るところによる。

3 理事又は正会員が、総会の 目的である事項について提案 した場合において、正

会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示 をした ときは、当該提案を

可決す る旨の社員総会の決議があったもの とみなす。
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(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なもの とす る。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知 された

事項について書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決 を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について

は、総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係 を有す る正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録 を作成 しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正 会員総数及び出席者数 (書 面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあっては、その数を付記す ること。 )

(3)審議事項

(4)議 事の経過の概要及び議決の結果

(5)議 事録署名人の選任に関す る事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人 が、記名押印

又は署名 しなければな らない。

3 前 2項 の規定にかかわ らず、正会員全員が書面又は電磁的記録 による同意の意

思表示を したことにより、総会の決議があった とみなされた場合においては、次

の事項を記載 した議事録 を作成 しなければな らない。

(1)総 会の決議があったものとみな された事項の内容

(2)前 号の事項の提案 を した者の氏名又は名称

(3)総 会の決議があったものとみなされた 日及び正会員総数

(4)議 事録の作成に係 る職務を行った者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能 )

第30条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決す る。

(1)総 会に付議すべき事項

(2)総 会の議決 した事項の執行に関す る事項

(3)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行 に関す る事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催す る。

(1)理 事長が必要 と認 めた とき。

(2)理 事総数の 2分 の 1以上か ら理事会の 目的である事項を記載 した書面により

招集の請求があった とき。

(理 事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集す る。

2 理事長は、前条第 2号 の規定による請求があった ときは、その 日か ら14日 以内



3

に理事会を招集 しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条 第 3項 の規定によってあ らか じめ通知 し

た事項 とす る。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数の ときは、議長の

決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なもの とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知 された

事項について書面をもって表決す ることができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理

事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係 を有す る理事は、その議事の議決に加

わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条  理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録 を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理 事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記

す ること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関す る事項

2 議事録には、議長及びその会議 において選任 された議事録署名人 2人 が記名押

印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産
(資産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成す る。

(1)設 立当初の財産 目録に記載 された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産か ら生 じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係 る事業に関す る資産の 1種 とす る。



(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決 を経て、理事

長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条 各号に掲げる原則に従って行わなければならな

い 。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係 る事業会計の 1種 とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 1月 1日 に始ま り、同年 12月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成 し、

総会の議決を経なければならない。

(暫 定予算 )

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき

は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 目録等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査 を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生 じた ときは、次事業年度に繰 り越す ものとす る。

(臨機の措置)

第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更 しようとす るときは、総会に出席 した正会員の 4分 の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項 に規定す る事項について

は、所轄庁の認証を得なければな らない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければな らない

事項を除 く。)した ときは、所轄庁に届け出なければならない。



(解  散 )

第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散す る。

(1)総 会の決議

(2)目 的 とする特定非営利活動に係 る事業の成功の不能

(3)正 会員の欠亡

(4)合 併

(5)破 産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によ りこの法人が解散す るときは、正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号 の事由によりこの法人が解散す るときは、所轄庁の認定を得なけ

ればな らない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散 を除 く。)した と

きに残存す る財産は、法第11条第 3項 に掲げる者の うち、総会において議決 し

たものに譲渡す るもの とす る。

(合  併 )

第51条  この法人が合併 しよ うとす るときは、総会において正会員総数の 4分 の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法
(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示す るとともに、官報に掲載 して

行 う。ただ し、法第28条 の 2第 1項 に規定す る貸借対照表の公告については、

この法人のホームページにおいて行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務 を処理するため、事務局を設置することができ

る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及 び運営 )

第 55条  事務局 の組織及び運営 に関 し必要 な事項 は、総会の議決 を経 て、理事長 が別

に定 める。

第10章 雑 貝1

(細  則 )

第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。



附 則

1 この定款は、この法人の成立の 日か ら施行す る。

2 この法人の設立当初の役員は、次の とお りとす る。

理事長     安住 一成

理 事     漬田 江梨奈

理 事     谷 口 佳史

理 事     星野 友彰

理 事     澤崎 愛実

理 事     安住 藍

監 事     山田 邦博

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわらず、この法

人の成立の 日か ら2025年 3月 31日 まで とす る。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条 の規定にかかわ らず、この法人の成立

の 日か ら2024年 12月 31日 まで とす る。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条 の規定にかかわ らず、設立総

会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条 の規定にかかわ らず、次に掲げ

る額 とする。

(1)入 会金 正会員 (個人・団体)5,000円  賛助会員 (個人・団体)    0円
(2)年 会費 正会員 (個人・団体)10,000円  賛助会員 (個人・団体)1回 10,000円

(1日 以上 )



書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)

設立・ 役員変更用

役員名簿 (役 員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人菊水連

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
(ど ちらかに

O)
|

(フ リガナ )

氏   名

報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等

1

アス
゛
ミ カス'ナリ

匡ヨ・監事
安住 一成

有・国 理事長

2

ハマタ
゛
 エリナ

匿ヨ・監事
漬田 江梨奈

有・□

3

タニク
・
チ ヨシフミ

睡ヨ・監事
谷 口 佳史

有・□

4

1

1~‐

|

ホシツ トモアキ
[ヨ・監事

星野 友彰
有・□

5

|

|

|

|

|

サワサ
゛
キ アイミ

匡ヨ・監事
澤崎 愛実

有・□

6

|

|

|

|

|

アス・ミ アイ

1匡ヨ・監事
安住 藍

有・□
|

|

|

|

|

ヤマタ' クニ
理事・[憂]

山田 邦
有・国

|

「

~

|

[

r‐

|



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

2024年 度 事業計画書

特定非営利活動法人菊水連

1 事業実施の方針

国際交流基金等の助成金を利用 し、海外で阿波おどりを抜露することに力を入れる。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【6,900】 千円 )
定款に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

阿波お どりを
披露する事業

高円寺阿
近郊のお
阿波おど

波おどりや、関東
祭 り・イベン トで
りを披露する。

年 50回

杉並区高
円寺、関
東近郊の
お祭 り。

イベン ト
会場

110人

高円寺阿
波 お ど
り、関東
近郊のお
祭 り。イ
ベン トの
参加者

数万人 2,000

国際交流基金等の助成金
を利用 し、海外で阿波おど
りを抜露する。

年数回 海外の公
演会場

110人
海外の公
演会場の
来場者

数千人 3,800

阿波お どりを見に行きた
くても行 くことができな
い人々のために、児童養護
施設や高齢者施設、障害者
施設などで阿波お どりを
披露する。

年数回

関東近郊
の児童養
護施設や
高齢者施
設、障害
者施設

60人

児童養護
施設や高
齢者施

設、障害
者施設の
利用者

数十人 700

阿波 お ど りの
踊 り手育成 事
業

阿波お どりの踊 り手の育
成のために、定期的な練習
会を行 う。

月数回
杉並区と
周辺の体

育館
20人

阿波
おどりの
踊 り手

110人 300

阿波お どりの
普及啓発事業

阿波おどりの魅力を多く
の人に知ってもらい、新た
な踊 り手や公演の機会を
得 る た め に TikTok、
Instagram等のSNSを利用
して情報を発信する。

通年
当法人の
事務所

5人
SNSを閲
覧した市

民
数万人 100



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款 変更用

2025年 度 事業計画書

特定非営利活動法人菊水連

1 事業実施の方針

児童養護施設や高齢者施設、障害者施設などで阿波おどりを抜露することに力を入れる。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【9,200】 千円 )
定款に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

阿波お どりを
披露する事業

高円寺阿波おどりや、関東
近郊のお祭 り。イベン トで
阿波おどりを披露する。

年 50回

杉並区高
円寺、関
東近郊の
お祭 り・
イベン ト

会場

110人

高円寺阿
波 お ど
り、関東
近郊のお
祭 り。イ
ベン トの
参加者

数万人 2,700

国際交流基金等の助
を利用 し、海外で阿波
りを抜露する。

成金
|お ど 年数回 海外の公

演会場
110人

海外の公
演会場の
来場者

数千人 5,000

阿波お どりを見に行きた
くても行 くことができな
い人々のために、児童養護
施設や高齢者施設、障害者
施設などで阿波お どりを
披露する。

年数回

関東近郊
の児童養
護施設や
高齢者施
設、障害
者施設

60人

児童養護
施設や高
齢者施

設、障害
者施設の
利用者

数十人 1,000

阿波お どりの
踊 り手育成事
業

阿波お どりの踊 り手の育
成のために、定期的な練習
会を行 う。

月数回
杉並区と
周辺の体

育館
20人

阿波
おどりの
踊 り手

110人 400

阿波お どりの
普及啓発事業

阿波お どりの魅力を多 く
の人に知ってもらい、新た
な踊 り手や公演の機会を
得 る た め に TikTok、
Instagram等の SNSを利用
して情報を発信する。

通年
当法人の
事務所

5人
SNSを閲
覧した市

民
数万人 100



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

2024年 度 活動予算書 (その他事業が上登場合)

設立・定款変更用

特定非営利活動議人菊水連

150.000
300,000

正会員受取会費
賛助会員受取会費

2 受取詈腑會
受取寄附金
施設等受入評価益

Z:5,αЮ
225,000

0

3 受取助威0■
受取助成金

3.(厠Ю.(■Ю

3.000,000

阿波おどりを披露する事業収益
阿波おどりの踊り手育成事業収益
阿波おどりの普及啓発事業収益

3.500,000

受取利息

7.175.00(

1

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

2
地代家賃
会議費
外注費
会費
通信費
海外渡航費
旅費交通費
水道光熱費
慶弔費
消耗品費
会場費
支払保険料
支払手数料

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

００

∞

∞

∞

∞

∞

∞

７０

７５

∞

∞

２５

２５

３７

∞

∞

３０

８

1

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

2
消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

当 コ 擦 , 11● ヨ 輌 【だ B

過年度損益修正益

災害損失
固

D )

275.011

70.000
0

205.∝Ю

0  1■

饉  鶯

4ヨ,,(HX

二J_

: ●

外

互コ圧コ
=コ

EI三夏コ正コ正ヨ互】

…

互三夏コ

ヨ 1

H■ (1中■
`:}:

I旧H,:,口 ,:中



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

2025年 度 活動予算書 (その他事業が上登場合)

設立・定款変更用

特定非営利活動法人菊水遠

科 日

収  査

彙取●■
正会員受取会費
賛助会員受取会費

αЮ

受取寄附金
施設等受入評価益

300,000
0

3 受取勁咸奎薔
受取助成金

4.∞0.αЮ
4.000,000

阿波お どりを披露する事業収益
阿波お どりの踊 り手育成事業収益
阿波お どりの普及啓発事業収益

4,600,000
0

0

4

6 その他の収益
受取利息

0.まЮ.Oα

用

地代家賃
会議費
外注費
会費
通信費
海外渡航費
旅費交通費
水道光熱費
慶弔費
消耗品費
会場費
支払保険料
支払手数料

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

３０

∞

∞

∞

“

∞

∞

∞

¨

∞

∞

“

Ю

1

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

o.ap.oo(

(1)人

「

~

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

B

9■ЮO(XX
当 期 経 常 増 誠 輌 A B

過年度損益修正益

災害損失
正

C D ・ ・ ・ ②

1∞.(XК

人 ∞

∞

235.(XX

―
    :コ n:■■■

■E』L
n

コE■rl■日
■Eコ■]日

■_3_

I １

■

~I:1:

.]E_

■EI=綱 蘭日巨 E=

]開 ロ
■E■口 :口■■F]E;

コ‖
「
,■r■●:1■[ヨEコロ,日■覇■口IE][il口10州ル■■■ロロ【)■■■■■■■■

ェ亜u

4.“p.010

1 」 : 壼  | ヨ  

“

9.200,000

}



設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係)

特定非営利活動法人菊水連 設立趣旨書

阿波踊りは、阿波国 (現在の徳島県)を発祥とする盆踊りで、日本三大盆踊 りのひとつとして知られ、

現在では首都圏でも大規模に開催されています。首都圏に阿波踊りが広がるきっかけとなった高円寺の阿

波踊 りは、1957年に高円寺商店街振興組合の青年部により、地元氷川神社の祭礼と商店街の振興を目的と

して始まりました。

阿波踊りを踊る団体のことを連と呼びます。連は20～2∞人くらいの規模で、学生連 。企業連 。有名連

などがあり、その数は1∞0組を超えます。また連は地域・芸風ごとに阿波踊りの協会に所属しています。

私たち「菊水連」は、東京高円寺阿波おどり振興協会に所属する任意団体で、阿波踊 りの本場である徳島

県阿波踊り協会に所属する「菊水連」を技術面で師と仰ぎ、友好関係にあります。

阿波踊りは、近年は祭りで踊るだけでなく舞台公演も盛んになっており、東京観光財団などから外国人

観光客を対象とした公演の依頼も受けています。また、私たちは海外公演を積極的に行なっており、クラ

ウドファンディングなどを利用して、これまでに′い―マニア・南アフリカ 。中国・ カナダ・ フィリピン・

フランス・ロシア・チュニジア・インドで公演を行ってきました。

ただ、私たちも含めほとんどの連は任意団体で、阿波踊りの公演依頼は所属する協会からの依頼に頼っ

ており、新しい公演先を見つけるという点で停滞しています。また、海外公演を行う際も、任意団体であ

ることから他の法人団体と比較して存在感に欠け、海外の団体と共同で公演する際に障壁となることがあ

りました。

そこで、活動を広げるために法人化したほうがいいのではないかという意見が出てきました。その中で

この活動が営利を目的としておらず、また活動に多くの人々の理解や協力が不可欠であるという点から、

特定非営利活動法人になるのが最適だという結論に達しました。

今後、特定非営利活動法人になった後は、国際交流基金等の助成金を利用して海外公演を行うことや、

TikTok、 Instagram等 のSNSを利用 して新たな踊り手や全国各地の祭り。イベントで公演する機会を得て、

姉妹連である徳島の連や地方の連と合同で出演し、阿波おどりという伝統文化の継承と、阿波おどりを通

じた地方の活性化や地域貢献を行いたいと考えています。

LIL|+:-n) 日

特定非営利活動法人菊

設立代表者 安住 一




